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川内原子力発電所の運転期間延長に関する考え方

原子力発電所については，安全性の確保が最優先であると考えている。

このため，県民の生命と暮らしを守る観点から，安全性の確認や避難計画

の検証などの諸課題について，県原子力安全・避難計画等防災専門委員会（以

下「専門委員会」という。）による技術的・専門的見地からの意見・助言を

いただきながら，川内原子力発電所に係る安全対策・防災対策の充実・強化

に取り組んできている。

県としては，川内原発１，２号機について，運転期間延長認可申請がなさ

れた場合には，原子力発電所の運転期間は原則４０年との認識の下，その後

更に２０年延長して運転が可能かどうかについて科学的・技術的な検証が不

可欠であると考え，専門委員会において，川内原発１，２号機の特別点検結

果や劣化状況評価等に関する専門的見地からの徹底的な検証を行うこととし

ていた。

そうした中，令和３年１０月，九州電力は，川内原発１，２号機の運転期

間延長認可申請に必要な特別点検の実施を発表したことから，同月，県は九

州電力に対し，特別点検等の入念かつ十分な実施，県民に対する情報提供及

び専門委員会の検証作業への協力について要請し，九州電力からは，要請を

真摯に受け止め，県民の皆様に御安心いただけるよう，しっかりと対応する

旨の回答があった。

県としては，令和３年１２月，九州電力による運転期間延長認可申請を見

据えて，専門委員会に対し，原子力政策に批判的な方を含め，検証に必要な

専門分野の学識経験者を同委員会に新たに加えた上で，科学的・技術的な検

証を徹底的に行うことを依頼した。

この依頼を受けて，専門委員会は，集中的かつ効果的に検証を行うため，

新たな委員を含む「川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会」

（以下「分科会」という。）を設置し，分科会は，令和４年１月から令和５

年４月にかけて１２回の会合を行い，九州電力が実施した特別点検結果，劣

化状況評価，施設管理方針の策定について，川内原子力発電所の施設や設備

等の運転延長に係る試験，点検，評価の方法や結果を確認し，それぞれの専

門的な見地から検証を行った。

分科会における議論の過程においては，専門的な用語やデータなど，委員
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以外の方々にとっては，難解な面があると考え，九州電力に対して分かりや

すい説明を求めた。

１年３か月にわたる検証の結果，令和５年４月２６日に分科会から専門委

員会に対して，川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検や劣化状況

評価及び施設管理方針の策定が，原子力規制委員会の「実用発電用原子炉の

運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」や「実用発電用原子炉施設におけ

る高経年化対策実施ガイド」等に基づき，それぞれ適正になされているとの

報告がなされた。

専門委員会としても，令和４年７月から令和５年５月にかけて５回の会合

を開催し，川内原発の運転期間延長に必要となる組織の運用体制や担当者の

教育体制等について，事故・故障等の防止や人材の力量維持のための取組の

検証を行った。

令和５年５月１８日には，分科会の検証結果も踏まえた専門委員会の検証

結果が取りまとめられ，同月２６日に県に対して報告がなされた。

その報告書においては，川内原発の運転期間延長に関して行った特別点検

結果，劣化状況評価及び施設管理方針の策定が，それぞれ適正になされてい

ることを確認するとともに，九州電力の組織の運用体制や担当者の教育体制

について，安全性の確保のために必要な措置が取られていることを確認した

とされた。

専門委員会から，運転期間延長に関する九州電力の取組は適正であるなど

との整理がなされた旨の報告を受け，専門委員会の検証結果は集約されたこ

とから，マニフェストに基づく県民投票は実施しないこととした。

一方で，専門委員会の報告においては，検証したそれぞれの項目について，

今後の安全性の更なる向上に資する留意すべき事項が認められたとし，それ

らの具体的な内容は，県から原子力規制委員会及び九州電力に要請すべき事

項として，意見書に取りまとめられ，報告に併せて提出された。

この意見書を踏まえ，原子力規制委員会及び九州電力に対して，厳正な対

応を要請することとした。

原子力規制委員会及び九州電力に対する要請書案について，川内原発の運
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転期間延長は，県民の皆様の関心が高いことを踏まえ，令和５年６月１５日

から７月１４日まで県民の意見募集を行うとともに，ＵＰＺ内の関係９市町

に対しても意見照会を行った。

意見募集を行うに当たっては，県民に分かりやすい広報資料を作成した上

で， 摩川内市において住民説明会を開催し，その様子をユーチューブによ

り配信するなど，広報に努めた。

また，同広報資料は，県のホームページで公表したほか，同内容を冊子に

してＵＰＺ内の全世帯等に配布した。

県民の皆様からは，要請書案に対する修正意見のほか，運転期間延長に関

する賛否や川内原発の安全対策，国のエネルギー政策に対する意見など，

７６名から，９９件の様々な御意見が寄せられた。

また，ＵＰＺ内の関係９市町からもそれぞれ回答をいただいた。

県においては，一つ一つの御意見について丁寧に検討し，要請項目を追加

するなど要請書案の修正を行い，令和５年７月２６日に原子力規制委員会，

同月２８日に九州電力を訪問し，私から直接，要請書をお渡しし，説明した。

原子力規制委員会に対しては，川内原発の運転期間延長認可申請の厳格な

審査や，その結果の県民への分かりやすい情報発信・説明のほか，最新の知

見に基づく安全規制の不断の検討など１０項目を要請した。

原子力規制庁からは，認可申請については厳正な審査を行うことや，判断

後の分かりやすい説明に努める旨の回答を頂いたほか，１０項目の要請事項

については，精査の上，今後回答するとの考えが示された。

九州電力に対しては，川内原発の安全性の確保に関する県民への分かりや

すい情報発信・説明のほか，劣化状況の確認・評価に当たっては，国の基準

に示されたもの以外の実施の必要性について継続的に検討することなど３３

項目を要請した。

九州電力からは，国の審査に真摯に対応することや，要請内容を検討した

上で今後回答するとの考えが示された。

また，要請に当たっては，県民の生命と暮らしを守ることを基本に，原子

力発電所の安全に万全を期していただきたいという観点から，県民の皆様か

らお寄せいただいた全ての御意見を要請書とともに原子力規制委員会及び九

州電力に提出した。
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令和５年１０月４日には，「九州電力川内原子力発電所の２０年延長運転

の是非を問う県民投票条例」制定の直接請求を受理し，同月２３日から２６

日に開催された県議会臨時会において御審議いただいた。

臨時会においては，原発の運転期間延長という複雑かつ高度な案件につい

ては，議会と行政において，様々な要因を勘案し，責任を持って慎重に議論

を重ねて，その可否を判断すべきであるなどの意見が出され，丁寧に御審議

いただいた結果，条例案は否決されたところである。

令和５年１１月１日，原子力規制委員会は，令和４年１０月に九州電力が

行った川内原発の運転期間延長認可申請について，約１年にわたる審査の結

果，認可した。

令和５年１１月７日には，九州電力から認可の報告があり，また，県から

の要請に対する回答書も併せて提出された。

その際，私からは，安全性の確保が大前提であることを踏まえてしっかり

と対応することに加え，分かりやすい情報発信に取り組んでいただくよう要

請した。

九州電力からは，発電所の運営に当たっては，何よりも安全性の確保を最

優先に取り組んでいくことや川内原発の安全性確保に関する分かりやすい情

報発信，説明等について，より県民の理解・安心につながるよう，今後もコ

ミュニケーション活動等に取り組むとの説明があった。

令和５年１１月２１日に開催した専門委員会においては，運転期間延長認

可申請の審査内容について原子力規制庁から説明がなされるとともに，県か

らの要請への対応について，原子力規制庁及び九州電力から説明がなされた。

運転期間延長認可申請の審査内容については，委員から，原子力規制庁に

対して様々な質疑が行われた。

その上で，総括的な評価として「原子力規制委員会の規則やガイドとの適

合性という観点で，厳密に審査されている」といった趣旨の発言がなされた

ところであり，原子力規制委員会において厳格な審査が行われ，認可がなさ

れたものと受け止めている。

県からの要請への対応については，原子力規制庁及び九州電力に対して，

今後の取組などについて，様々な質問や意見が出された。

座長からは「専門委員会の意見書に応えたものとなっている」との評価が
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なされた。

県としても，原子力規制委員会及び九州電力には県の要請にしっかりと応

えていただいたものと考えている。

また，座長からは，「内容的には将来に関わる事項が多く，原子力規制委

員会及び九州電力におかれては，今後とも本委員会において継続的な説明を

お願いしたい」との趣旨の発言がなされた。県からの要請への対応について

は，今後とも専門委員会で確認していただくこととしたいと考えている。

川内原発の立地自治体である薩摩川内市では，令和５年１０月２１日から

１１月４日にかけて各地区において開催された令和コミュニティトークや，

同市議会特別委員会での原子力規制庁，九州電力及び陳情提出者への参考人

招致などを経て，同年１２月１２日に，市議会においては，

⑴ 仮に川内原発の運転が停止した場合，宿泊業，飲食業その他関連業種

への影響があること

⑵ 川内原発は，雇用の創出，地域経済の振興に寄与しており，エネルギ

ーの安定供給という観点からも運転停止をするべきではないこと

⑶ 川内原発に関する予算については，市全体のために使われており，ま

た，基幹産業として川内原発関連の企業も多く，原子力規制委員会が結

論を出した以上は，運転延長を認めるべきであること

などの理由で，運転期間延長に対して賛成の陳情が採択された。

そして，同日，薩摩川内市長は，

⑴ 薩摩川内市議会において，川内原発の運転期間延長に対して賛成の陳

情が賛成多数で「採択」とされたこと

⑵ 九州電力が行った運転期間延長認可申請が，原子力規制委員会により，

令和５年１１月１日に認可されたこと

⑶ 県の専門委員会による科学的・技術的な検証の結果，川内原発の運転

期間延長に関して行った特別点検の実施，劣化状況評価及び施設管理方

針の策定がそれぞれ適正になされていることなどが確認されていること

等を踏まえて，総合的に判断した結果，運転期間延長を容認することを表

明した。
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県議会においては，先の第４回定例会に川内原発の運転期間延長に係る陳

情が３件提出された。

所管の常任委員会において，陳情の審査に当たっては，原子力規制庁，九

州電力，陳情提出者が参考人として招致され，それぞれから説明がされた上

で，委員からは様々な質疑がなされるなど，丁寧な審議が行われたところで

ある。

審議の結果，委員会においては，

⑴ 原子力規制委員会において厳格な審査が行われ，運転期間延長の認可

がなされたものと受け止めている。

⑵ 審査を通して，九州電力，原子力規制委員会，県が，それぞれの立場

において，それぞれの責任において，今後も，県民の生命と暮らしを守

る観点から，川内原発の安全対策・防災対策の充実・強化に取り組んで

いくことが確認されたものと受け止めた。

⑶ 川内原発の安全性については，専門的知見に基づき，新規制基準によ

りその安全性が確認されたものと判断している。

として運転期間延長への賛同を求める陳情が採択され，その後，県議会本

会議においても陳情の採択がなされ，常任委員会と同様の判断が示されたと

ころ。

こうした一連の経過を踏まえ，県としては，川内原発の運転期間延長につ

いて，

⑴ 専門委員会において，科学的・技術的な検証を行い，川内原発の運転

期間延長に関して行った特別点検結果，劣化状況評価及び施設管理方針

の策定がそれぞれ適正になされていることが確認されていること

⑵ 原子力規制委員会が厳格な審査を行い，認可がなされていること

⑶ 原子力規制委員会及び九州電力には県の要請にしっかりと応えていた

だいていること

⑷ 県議会においては，運転期間延長への賛同を求める陳情を，先の定例

会で採択しており，議会としての判断が示されたこと

⑸ 加えて，原発の立地自治体である薩摩川内市において，今般，市議会

が，運転期間延長に対して賛成の陳情を採択されるとともに，薩摩川内
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市長が，川内原発の運転期間延長を容認する旨を表明されたこと

以上のことを踏まえ総合的に判断した結果，川内原発の運転期間延長につ

いて，了承することとする。

県としては，県民の中には，不安をお持ちの方がいらっしゃることも踏ま

え，原発の立地県として，常に事故の発生を念頭に置き，県民の生命と暮ら

しを守るため，原子力規制委員会及び九州電力による川内原発の安全性の確

保のための取組や県からの要請への対応を専門委員会で確認していただきな

がら，今後とも，川内原発に係る安全対策・防災対策の充実・強化や県民へ

の分かりやすい情報発信に取り組んでいく。


